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本市における行財政改革

行財政改革とは、限られた経営資源を最大限に活用し、効率的で効果的に事業を進め、財政の健全化と安定的

かつ継続的な市民サービス提供との両立をめざす取組です。

前プランにおける本市の行財政改革の取組では、

“行政”は公共サービスを提供する主体となる「組織・人」のこと、

”財政”は、行政運営を行う上で必要となるお金を集め・分配する「予算」のこと、

”改革”は、目標の達成に向け課題を追求していく「仕組み」のこととし、

それぞれが連携を図ることで、それぞれの質を高め、ゴール（目標）に向かって一歩ずつ前進してきました。
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１ 姫路市が抱える課題

姫路市の人口は2030年には約50万6千人、

2050年には約43万6千人となり、2023年の

約52万6千人を基準とすると、2050年には

約9万人（17.1％）減少することが予測され

ています。

急速な人口減少、特に労働力人口やこども

の減少に伴い懸念される、多様な変化・課題

に的確に対応していくためには、限られた資

源の中でどのような未来を実現したいのか議

論を重ね、積極的な施策展開と持続可能な行

財政運営の両立を図る必要があります。

(1) 加速する人口減少問題 (3)目まぐるしく変化する社会経済情勢

この数年間、新型コロナウイルスの感染拡

大、世界各地での紛争の発生や急激な外国為

替相場の変動による物価の上昇、自然災害の

激甚化・頻発化など様々な課題に直面してき

ました。一方で、最近のデジタル技術の急激

な進歩により、生活の質がよりよくなること

が期待されています。このような目まぐるし

く変化する社会情勢に対して、適宜・適切に

スピード感を持って行財政運営を実施し、時

代の要請に適切に対応していく必要がありま

す。

平成27年度に策定した姫路市公共施設等総

合管理計画に基づき、計画策定時から令和37

年度までの40年間で施設の床面積総量の

20％削減を目標に掲げ、人口減少社会に適応

した公共施設の最適化を図ることとしていま

す。建物のライフサイクルコストにおいては、

建設費は氷山の一角に過ぎず、修繕費や運用

費等の維持管理費が圧倒的な割合を占めてい

るため、今後、本当に必要な公共施設等を安

全に維持し続けることができる運営体制を築

く必要があります。

(2) 公共施設等の老朽化

目次に戻る

＜これからの行財政改革＞

①次世代に負担を先送りしないための行財政改革

②時代の変化に適宜・適切に対応できる行財政改革

③「削減中心の行財政改革」から「生活の質を高める行財政改革」へ変化

【建築物のライフサイクルコスト（国土交通省）】

2010年 2020年 2030年 2040年 2050年

【年齢層別人口シミュレーション】
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２ 姫路市の行財政改革を取り巻く状況

(1) “行政（組織・人）”からの視点

人口減少の動向に留意しつつ、行政需要

の増加や、時間外勤務時間数の削減等によ

る職員の勤務環境の向上に対応するため、

行政職を増加させつつも、総職員数の抑制

に取り組んでいます。定年延長等の制度改

正に対応しつつ、市民サービスを安定的・

効率的に提供できるよう、職員の年齢構成

の均一化も進めながら、定員の適正化を

図っていく必要があります。

01 職員数の適正化

職員の時間外勤務の縮減と長時間勤務者数

の削減に取り組むとともに、職員のワーク・

ライフ・バランスを確保し、職員の心身の健

康管理を行うことで、個々の能力を最大限に

発揮し、適正かつ効率的な行政事務の推進を

図っています。

03 ワーク・ライフ・バランスの推進

多様化する市民のニーズに対し、効率

的かつ効果的に、スピード感を持って業

務を遂行するため組織の大ぐくり化と責

任体制とのバランス及び効果を見極めつ

つ、効率的な組織体制の構築に向けて取

り組んでいます。今後も少子高齢化に伴

う福祉関連業務などへの新たな行政需要

が見込まれる中、安定的で効率的な行政

サービスが提供できる組織体制の編成が

求められています。

02 組織体制の最適化

【時間外勤務時間及び長時間勤務者数の推移】【職員数の推移】

4,042 4,027 3,963 3,894 3,849 3,806 3,789 3,786 3,788 3,805 3,793 3,793 3,777 3,761(人)

※4月1日時点 （年度）

3,849 3,806 3,789 3,786 3,788 3,805 3,793 3,793 3,777 3,761 3,767 3,755 3,733 3,749
(人)

※4月1日時点 （年度）

（時間）

（年度）

（時間） （人）

（年度）

目次に戻る
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H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5

行政職 技能労務職 消防職 教育職

3,849 3,806 3,789 3,786 3,788 3,805 3,793 3,793 3,777 3,761 3,767 3,755 3,733 3,749(人)

※4月1日時点 （年度）



２ 姫路市の行財政改革を取り巻く状況

平成28年3月に策定した「姫路市公共施

設等総合管理計画」の令和2年度中間評価

の際に、人口減少や厳しい財政状況を踏ま

え、40年間で施設の床面積総量の20%削

減を目指すこととし、複合化や集約化など

適正規模・配置に取り組んでいます。また、

新規整備及び改修・更新について、一定の

ルールのもとに実施するとともに、施設の

活性化と利便性の向上に取り組んでいます。

03 公共施設マネジメントの推進

【公共建築物の築年別整備状況】

(2) “財政（予算）”からの視点

近年の財政状況は、社会保障関係経費

をはじめとした義務的経費*が顕著に増加

しており、財政の硬直化が進行していま

す。令和６年度よりこども医療費無償化

を実現しましたが、今後も積極的な施策

展開と持続可能な財政運営の両立を図る

ため、さらなる行財政改革に取り組み、

必要な財源と人的資源を捻出・確保して

いく必要があります。

01 健全財政の維持と
積極的な施策展開の両立

02 財源の確保

*義務的経費…任意に縮減できない性質の経費で、人件費、扶助費（生活保護費、児童福祉費、老人福祉費等）、公債費のこと。
*普通会計…一般会計と特別会計のうち公営事業会計以外の会計を統合して一つの会計としてまとめたもの。

姫路市の普通会計は、一般会計、母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計、奨学学術振興事業特別会計、財政健全化調整特別会計の4会計。

【性質別決算推移】 【普通会計*歳入の推移及び自主財源比率】

経常収支比率は、年々上昇傾向にあり、

財政構造の弾力性が失われつつある状況

と言えます。今後も義務的経費や施設運

営経費等の経常的な歳出が増加する一方

で、急速な人口減少により税収等の経常

的な歳入は減少が見込まれます。このた

め、行財政改革による既存事務事業の見

直しに取り組むとともに自主財源を安定

的・継続的に確保することが必要となっ

てきます。

（億円）

（年度）
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２ 姫路市の行財政改革を取り巻く状況

(3) “改革（仕組み）”からの視点

行財政改革の取組の一環として、積極

的な施策の展開と持続可能な財政運営の

両立を図っていくため、令和5年度から6

年度にかけて事業見直しを行い、財源と

人的資源の捻出・確保に努めています。

今後も、成果指標に基づくPDCAサイクル

に沿った取組を進め、時代に即した事業

の見直しに取り組む必要があります。

01 時代に即した事業の見直し 03 公民連携、広域連携の推進

行政サービスの維持・向上のため、民間企

業との連携協定に基づく取組など、様々な取

組を推進しています。また、播磨圏域連携中

枢都市圏*による広域連携も様々な分野で連

携・交流を実施しています。今後も、官民と

の幅広い連携を通じて、効率的な行財政経営

に取り組む必要があります。

「姫路ライフ・デジタル戦略」に基づき、

デジタル化を加速するとともに、着実な

推進を図っています。「市民サービス」、

「地域」、「行政事務」の３つの視点に

より課題を絞り込み、その解決に特化し

た組織横断的なチームを設置して、課題

解決を進めるとともに、産官学とも連携

しながら「姫路版スマートシティ*事業」

を展開しています。

02 戦略に基づくデジタル化の推進

*スマートシティ…デジタル技術を活用して、都市インフラ･施設や運営業務等を最適化し、企業や生活者の利便性･快適性の向上を目指す都市のこと
*播磨圏域連携中枢都市圏…播磨圏域の8市8町が団結し、人口減少社会においても活力を維持･向上させ、住民が安心して快適に暮らすことができる圏域づくりを進めるもの。

【令和5年度スマートシティの取組例】【ＰＤＣＡサイクル図】

【播磨圏域連携中枢都市圏】

目次に戻る
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３ 前プランの取組傾向と今後のアプローチ

前プランにおける本市の行財政改革の取組を振り返

ると、次のような傾向がありました。

● アウトカム（事業の効果、成果）に着目した取組

● バックキャスティング（目標を実現するために何

ができるか）による目標達成型の行財政改革

● 限られた資源の中で、歳出抑制、事業の統廃合な

ど、数量の捻出により行政サービスの提供体制を

確保

(1) 前プランの取組傾向

(2) 今後のアプローチ

これまでの取組姿勢をベースにしながら、

新たな視点による行財政改革にも取り組んでいきます。

● 目標達成型の行財政改革について、「選択と集中」で重要度と中長期的展望に基づいて対象を選定

● アウトカム（事業の効果・成果）について、真に達成すべき項目に注力した取組

● 目まぐるしい社会情勢の変化に対応するため、目標達成型の取組とは別に、機動的な行財政改革の

取組を毎年度、適宜・適切に実施 （本プランに加えて新たに実施）

目次に戻る

目標達成型の行財政改革
（行財政改革プラン2024）

(1)目標達成型の行財政改革
(行財政改革プラン2029)

(2)課題対応型の行財政改革

計画し難い喫緊の行政課題に
対応 （例）事業見直し等

(3)市民サービス向上に向けた
行財政改革

効果額に換算し難いBPR等の
取組 （例）DXの推進等

選択と集中

（重要度の高い事業や
中長期的な展望が
必要な事業）

適宜・適切な行財政改革
（毎年度（2）（3）のいずれかから

テーマを設定して取り組む）

（前プランの取組） （今後の取組）

本市における行財政改革の取組

＜ 本プラン ＞
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４ 令和７年度以降の行財政改革の方向性 ～行財政改革プラン２０２９～

令和２年度～令和６年度までのプラン（姫路市行財政改革プラン2024）の
３つの基本方針「①組織・人、②予算、③仕組み」に加えて、抜本的な行財政
改革を進めるエンジンとして「④DX」を掲げ、４つの基本方針のもと「スマー
トな自治体、姫路」の実現に向けて取り組みます。

～「スマートな自治体、姫路」の実現～

・人口減少が深刻化しても、自治体が持続可能な形で行政サービスを提供し続け、住民福祉の水準を維持

・職員を事務作業から解放 ⇒ 職員は、職員でなければできない、より価値のある業務に注力

・ベテラン職員の経験をAI等に蓄積・代替 ⇒ 団体の規模・能力や職員の経験年数に関わらず、ミスなく事務処理を行う

※総務省「スマート自治体研究会報告書」より

「スマート自治体」とは

デジタル技術を活用した
抜本的な行財政改革を
行い、より良い社会を実
現すること
【DX】

令和７年度 ～ 令和11年度
（５年間）

＜改革の期間＞

「姫路市まちづくりと自治の
条例」において、不断の行財政
改革に取り組むこととしており、
5年間の中期的な改革の方向性
を定めるとともに、目まぐるし
い社会情勢の変化に対応し確実
に効果を得るため、取組期間を
前期（2年間）と後期（3年間）
に分けて中間見直しを実施し、
適宜・適切な行財政改革に取り
組んでいきます。

目標達成型の行財政改革テーマ

目次に戻る
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５ 推進方策 （４つの基本方針と１３の計画）

「組織・人」「予算」「仕組み」に「DX」を加えた4つの基本方針のもと、行財政改革を推進します。
また、各方針に基づく具体的な行動計画として、別途アクションプランを策定し、前期（令和7～8年

度）の取組や目標値を設定するとともに、中間見直しを行い、後期（令和9～11年度）の取組等を再設
定することで、適切な進捗管理を行っていきます。

基本方針１ 〔組織・人〕

人口減少社会を迎え、
職員確保がますます困
難になる中、職員の資
質向上を図りながら最
適な組織体制を構築し、
定員適正化や時間外勤
務の削減に取り組むと
ともに、職員の心やか
らだの健康を保ち、そ
の能力を十分に発揮し
続けられるようにする
ことで、安定的で継続
的な市民サービスの提
供に努めます。

基本方針２ 〔予算〕

社会保障関係経費をは
じめとした義務的経費
の増加に加え、複数の
大規模投資事業が控え
る中、人口減少やそれ
に伴う社会変化などの
喫緊の課題に対応する
ため、市税や他の自主
財源の確保を図りつつ、
事業の見直しや選択と
集中による予算編成を
行うことで健全財政の
維持に努めます。

基本方針３ 〔仕組み〕

業務改善による事業の
効率化、エビデンスに
基づく政策立案、民間
活力の積極的な活用や
広域連携等を推進し、
更なる市民サービスの
向上に努めます。また、
公共施設等の長寿命化
を図るとともに、複合
化・集約化・廃止等に
よる施設の適正規模・
配置に取り組みます。

基本方針４ 〔ＤＸ〕

デジタル技術を活用し
て、定型的な業務等を
徹底的に効率化し、市
民サービスの付加価値
を高めるとともに、効
率化により生まれた人
的・時間的資源や財源
を、市民のWell-being*

実現に向けた施策の立
案・実施に集約します。
また、全職員を「デジ
タル人材」と位置づけ、
全庁的な人材育成に取

り組みます。

目次に戻る

9*Well-being…生活の質、幸福度の向上



基本方針１ 〔組織・人〕

人口減少社会を迎え、職員確保がますます困難になる中、職員の資質向上を図りながら最適な組織体
制を構築し、定員適正化や時間外勤務の削減に取り組むとともに、職員の心やからだの健康を保ち、
その能力を十分に発揮し続けられるようにすることで、安定的で継続的な市民サービスの提供に努め
ます。

「定員適正化計画」のもと、人口減

少社会の到来も見据えつつ当面の行政

需要に的確に対応するため、必要な職

員数を確保するとともに、職員の資質

向上を図りながら中長期的に安定的で

効率的な行政サービスが提供できるよ

うに、職員の年齢構成も考慮し、適正

かつ効果的な組織体制の構築・人員配

置に取り組みます。

01

時間外勤務の縮減に向け、原則月45

時間以下の上限規制や、深夜残業の禁

止、定時退庁などに取り組むほか、業

務が属人的とならないよう業務分担の

見直しなどを行っています。引き続き、

長時間勤務の縮減と職員の健康管理に

努め、仕事と生活の調和を図り、労働

の質と生産性を向上させるため、ワー

ク・ライフ・バランスの推進に取り組

んでいきます。

時間外勤務の削減

02

５ 推進方策 （４つの基本方針と１３の計画）

目次に戻る

03

メンタルヘルスケアの実施

市民ニーズの多様化や行財政改革に

伴う組織のスリム化、事務の効率化、

業務の複雑化等、仕事量の増加や仕事

の質の変化に対して、多様で柔軟な働

き方改革が進められる中、職員が体調

不良やメンタルヘルス不調をおこし長

期的に休職するような状況を未然に防

ぎ、職員の心とからだが健康で、その

能力を十分に発揮し続けられるようメ

ンタルヘルスケアの実施に取り組みま

す。

10

① 定員適正化の推進 ② 時間外勤務の削減 ③ メンタルヘルスケアの実施

定員適正化の推進



基本方針２ 〔予算〕

社会保障関係経費をはじめとした義務的経費の増加に加え、複数の大規模投資事業が控える中、人
口減少やそれに伴う社会変化などの喫緊の課題に対応するため、市税や他の自主財源の確保を図り
つつ、事業の見直しや選択と集中による予算編成を行うことで健全財政の維持に努めます。

人口減少が急速に進行し、中長

期的に市税等一般財源の増が見込

み難い状況において、健全財政を

維持できるよう、市債残高の抑制

や 交 付 税 措 置 の有利 な 起 債 メ

ニューの積極的な活用による市債

の適正管理、国の経済対策等に係

る国・県支出金の積極的な確保に

努めるとともに、主要事業や重点

取組への予算の重点化を図ります。

健全財政の維持

04

市 税 に つ い て は 、 口 座 振 替 ・

キャッシュレス決済等の推進のほか、

収納対策の強化に努めます。また、

受益者負担の適正化に向けた使用

料・手数料等の見直しや、普通財産

の売却・貸付や広告料収入、ふるさ

と納税等による自主財源の確保にも

取り組み、引き続き、財源の確保と

開拓に努めていきます。

税収等の財源確保の推進

05

職員一人ひとりのコスト意識を

高め、経営感覚をもって事業に取

り組むよう、毎年、事業の必要性

や効果性等を自律的に点検し、見

直しを行っています。今後も厳し

い財政状況の中で、限りある財源

を有効かつ適正に活用し、真に必

要な市民サービスを持続的に提供

できるよう、適時適切な見直しを

行っていきます。

事業点検スキームの推進

06

５ 推進方策 （４つの基本方針と１３の計画）

目次に戻る

11

④ 健全財政の維持

⑤ 税収確保対策の推進

⑥ 受益者負担の適正化

⑦ 広告事業等の推進

⑧ ふるさと納税の推進

⑨ 普通財産の利活用の促進

⑩ 維持管理経費の縮減

⑪ 事業点検スキームの推進



業務改善による事業の効率化、エビデンスに基づく政策立案、民間活力の積極的な活用や広域連携等
を推進し、更なる市民サービスの向上に努めます。また、公共施設等の長寿命化を図るとともに、複
合化・集約化・廃止等による施設の適正規模・配置に取り組みます。

市民サービスや事務・作業能率

の向上、経費・時間の縮減等に向

け、常に業務改善を自律的に行い

積極的な提案活動を行っています。

職員のモチベーションの向上や研

究心と職務意欲の高揚に繋がるよ

う、カイゼン報告に係る賞のラン

クによりポイントを付与するポイ

ント制を導入しており、引き続き、

各所属で職員が質の高い事務改善

に取り組むよう、制度の活性化に

努めていきます。

業務カイゼンの推進

人口推計を踏まえて平成２７年度

の計画策定時から４０年間で施設の

床面積総量の２０％削減を目指し、

公共施設サービスの最適化に向けた

複合化・集約化・廃止等に積極的に

取り組むとともに、民間活力の有効

活用などによる施設の活性化や利便

性の向上に取り組んでいます。また、

公共建築物の長寿命化やバリアフ

リー化を推進するとともに、災害に

備え、インフラの計画的な整備・改

修に取り組んでいます。

公共施設マネジメントの
推進

大学や民間事業者と連携協定を

結び、実効的な地方創生の取組を

進め、姫路市及び播磨圏域の活性

化を図ります。また、播磨圏域の8

市8町で構成される播磨圏域連携中

枢都市圏事業の深化を図り、引き

続き、近隣市町との連携を強化し、

産業界、大学、金融機関などとも

協力して圏域全体の経済を活性化

し、圏域の魅力を高めるとともに、

住民が安心して暮らすことができ

る圏域づくりを進めていきます。

民間、近隣自治体との
連携

07 1009

基本方針３ 〔仕組み〕

５ 推進方策 （４つの基本方針と１３の計画）

目次に戻る

08

エビデンスに基づく
政策立案の実践

本市の施策を検討するに当たり、

政策目的を明確化し、効果的な事

業を実施するため、合理的根拠

（エビデンス）に基づく政策立案

の取組を推進します。

12

⑫ 業務カイゼンの推進 ⑬ エビデンスに基づく政策立案の

実践

⑭ 公共施設マネジメントの推進 ⑮ 民間との連携協定を活用した

取組の実施



デジタル技術を活用して、定型的な業務等を徹底的に効率化し、市民サービスの付加価値を高めると
ともに、効率化により生まれた人的・時間的資源や財源を、市民のWell-being実現に向けた施策の立
案・実施に集約します。また、全職員を「デジタル人材」と位置づけ、全庁的な人材育成に取り組み
ます。

スマートフォンや自宅のパソコンか

ら事前入力したデータと連携して受付

を行う「書かない窓口」や支所等と本

庁を専用端末で結び、本庁に行かなく

ても相談や申請ができる「リモート相

談窓口」、市民や企業等の利便性向上

のための行政手続のオンライン化など

の取組を展開しています。引き続き、

DXを推進し、住民サービスの向上に

向けた姫路版スマートシティを推進し

ていきます。

市民の利便性向上の推進

限られた人員で最適な行政サービスを維持

するため、情報システムの標準化と併せて生

成ＡＩ等の技術を活用し、文書作成や文章の

要約、FAQ案の自動生成等、BPRの推進によ

り業務の効率化を図ってまいります。さらに、

市民や企業等の利便性向上のための行政手続

のオンライン化などの取組を展開していきま

す。

業務効率化の推進

本市行政のデジタル化・ＤＸを加速さ

せるため、全職員を「デジタル人材」と

位置づけ、全庁的なデジタル人材育成に

取り組みます。研修等による各職員の変

革マインド醸成及びデジタルリテラシー

向上を通じて、デジタルを活用した地

域・組織の課題解決につなげることを目

指します。

また、デジタル人材のうち、高度専門

人材については、人事部門とデジタル部

門が連携し、外部人材や民間経験のある

人材の確保に取り組みます。

庁内デジタル人材の育成・確保

11 12 13

基本方針４ 〔ＤＸ〕

５ 推進方策 （４つの基本方針と１３の計画）

目次に戻る

13

⑯ 窓口サービス等の電子化の推進

⑰ デジタル・ディバイド対策の推進

⑱ 生成ＡＩ等の利活用

⑲ 行政手続のオンライン化の推進

⑳ 庁内デジタル人材の育成・確保



01 人口推計

国立社会保障・人口問題研究所による人口シ

ミュレーションの結果を見てみると、2010年

と2050年の総人口を比較した場合、18.6％減

少すると推計されます。

働き手となる生産年齢人口（15～64歳）が

減少することにより税収が減少するとともに、

高齢化による社会保障費の増により、非常に厳

しい財政運営となることが見込まれます。

６ 参考資料

【年齢層別人口シミュレーション】

※国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（2023年推計）」を元に作成（令和5年12月補正値）
※2020年までは実績値、2025年以降は推計値

14

（％）

増減率

(2050年-2010年)

■ 65 歳 以 上 116.1 135.1 144.5 146.3 149.2 153.7 163.2 164.5 162.4 39.9%

■ 15 ～ 64 歳 340.0 325.2 316.5 311.3 300.6 284.0 258.9 241.8 228.5 △ 32.8%

■ 15 歳 未 満 80.2 75.4 69.5 62.4 56.3 52.9 51.3 49.0 45.5 △ 43.3%

全 市 推 計 536.3 535.7 530.5 520.0 506.1 490.6 473.4 455.3 436.4 △ 18.6%

● 15～64歳の

割合

🔺 65歳以上の

割合
15.5%

　　　 54.7% 　　　 53.1% 　　　 52.4% △   11.0%

　　　 21.7% 　　　 25.2% 　　　 27.2% 　　　 28.1% 　　　 29.5% 　　　 31.3%

2035年 2040年 2045年 2050年

　　　 57.9%

　　　 34.5% 　　　 36.1% 　　　 37.2%

　　　 63.4% 　　　 60.7% 　　　 59.7% 　　　 59.9% 　　　 59.4%

2030年年齢層 2010年 2015年 2020年 2025年



02 財政収支見通し 【普通会計決算ベー

ス】

現行制度を前提とし、行財政改革に取り組ま

ないものとするシミュレーションでは、計画期

間である令和7年度から令和11年度の間に累計

66億円の単年度収支の赤字が生じると想定され

ます。

本取組により、想定される財源不足を補うと

ともに、財政運営の健全性の維持を目指します。

【前提条件】

▸現行制度を前提とする

▸行財政改革に取り組まないものとして
試算

▸収入不足を補うための基金の取り崩し
は行わない

▸計画期間中の収支見通しについては、
令和5年度地方財政状況調査をもとに
右記の条件で試算

【歳入】

市税
▸令和６年度は当初予算額に内閣府の「月例経済報告」等の経済動向を勘案して試算
▸令和７年度以降は、定額減税影響を控除し、設備投資等の動向を勘案して試算
▸令和８年度以降 1020億円で試算

地方交付税
▸令和６年度算定額をベースに、令和７年度以降は市債借入に伴う事業費補正のほか、

物価上昇を反映して試算

市債 ▸投資的経費及び出資に係る地方債を計上

【歳出】

人件費
▸令和６年度以降は、定年延長に伴う退職手当の増減を勘案
▸職員数は、定年延長を反映して試算

扶助費
▸高齢者福祉費、児童福祉費は人口推計を加味し、過去の推移等により試算
▸社会福祉費、生活保護費、その他の扶助費は、過去の推移等により試算

公債費
▸既発行分は、償還計画に基づき算出
▸新規発行分は、投資的経費に基づく借入額から金利上昇を反映して試算

投資的経費 ▸手柄山スポーツ施設のほか、新美化センター等の大規模事業を反映して試算

15

令和９～令和11年度までの財源不足額 ： ▲68億
円



03 地方債（借金）残高 【普通会計決算ベー

ス】

公共施設や道路などの整備に充てた借入金で

ある地方債残高は、平成30年度まで概ね同水準

を維持してきましたが、アクリエひめじの整備

等に伴い令和元年、２年度は増加しています。

3年度以降は減少していますが、今後、大規模

な公共施設の整備を控えており、増加に転じる

見込みです。

引き続き、地方債残高の抑制や有利な地方債

メニューを活用するなど、適切な市債マネジメ

ントが求められます。

04 基金（貯金）残高 【普通会計決算ベース】

経済不況等による大幅な税収入の減や災害の

発生等による思わぬ支出への備えのほか、緑化

や文化振興等の特定の目的に活用するための積

立です。

基金残高は平成30年度まで概ね同水準を維持

してきましたが、令和元年度、２年度はアクリ

エひめじの整備や緊急経済対策の財源とするた

め基金を取り崩したことで減少しています。3

年度以降は増加していますが、今後、手柄山中

央公園再整備等で基金の取り崩しが行われ、減

少していくことが見込まれます。

【地方債残高の推移】

【基金残高の推移】

16
※定額運用基金（土地開発基金、美術品取得基金）を除く
※平成27～令和5年度は決算額、令和6～11年度は見込み額

※平成27～令和5年度は決算額、令和6～11年度は見込み額

（億円）
今後の見込み

（年度）

（億円）

（年度）

今後の見込み



05 財政健全化判断比率

令和5年度末の姫路市の実質公債費比率は

3.5％、将来負担比率9.6%となっています。

今後は、老朽施設の長寿命化対策に加え、手

柄山中央公園再整備など大規模施設の整備に多

額の借入れが発生することから、市債残高、公

債費は増加し、実質公債費比率及び将来負担比

率はともに悪化が見込まれます。

【実質公債費比率の推移】

17

※平成27～令和5年度は実績値、令和6～11年度は推計値
※早期健全化基準=25.0：地方債協議・許可制度において、一般単独事業の許可が制限される基準のこと。
※財政再生基準 =35.0： 〃 公共事業等の許可が制限される基準のこと。

【将来負担比率の推移】

※平成27～令和5年度は実績値、令和6～11年度は推計値
※早期健全化基準=350.0 … 地方債協議・許可制度において、一般単独事業の許可が制限される基準のこと。

6.2

48.6

今後の見込み


